
重要事項説明書（訪問入浴介護サービス説明書） 

 

１サービスの内容 

（１） 「訪問入浴介護」は、利用者の居宅（自宅）を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行うサー

ビスです。「介護予防訪問入浴介護」は、その必要性が認められる場合に限られます。 

（２） 利用者の心身の状況により入浴を見合わせた場合、利用者の希望により清拭、部分浴を行なう

ことができます。 

２サービス方針 

要支援・要介護状態にある利用者が可能な限り、その居宅においてその有する能力に応じて自

立した日常生活を営む事ができるよう配慮すると共に、その身体的及び精神的な負担の軽減を

図ります。又利用者の人格を尊重し、利用者本位のサービス提供に努めます。 

３サービス提供の記録等 

（１） サービスを提供した際には、サービス記録等の書面により利用者の確認（確認印）を受けると

ともに、必要により利用者、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者にその写しを提出しま

す。 

（２） 当事業者は、前項の書面その他の記録をサービス終了後 5 年間は適正に保管し、利用者の求め

に応じて閲覧に供し、又は実費負担によりその写しを交付します。 

４法人、当事業所の概要 

事業者名 居宅介護支援センターサンホーム鶴間 

所在地 神奈川県大和市西鶴間８－１－２ 

介護保険事業者番号 １４７３００００６３号 

管理者及び連絡先 氏名 連絡先 

天野 宏一 大和市西鶴間８－１－２ 

サービス提供地域 大和市、座間市 

 

法人の名称 社会福祉法人 大和清風会 

 

法人の所在地 

 

〒242－0005 

神奈川県大和市西鶴間８丁目１番２号 

電話（代表）０４６－２７７－００３３ 

代表者名 理事長 天野 宏一 

 

 

法人が行う 

 事業等 

 

 

 

●高齢者介護福祉施設サンホーム鶴間  介護老人福祉施設 

●居宅介護支援センターサンホーム鶴間 居宅介護支援事業（介護予防支援） 

                   訪問介護事業（第一号訪問事業) 

                   訪問入浴介護事業（介護予防） 

                   通所介護事業（第一号通所事業） 

                   認知症対応型通所介護事業（介護予防） 

                   短期入所生活介護事業（介護予防） 

●鶴間地域包括支援センター・南林間地域包括支援センター 

 

５職員体制等（訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護） 

職種 従事する業務 人員基準 

管理者 運営管理全般 1名 

介護職員 訪問入浴介護の提供 2名以上（介護予防は 1名以上） 

看護職員 入浴利用可否の判断及び入浴中の状態把握 1名以上 

 



６営業時間 

 営業日 営業時間 サービス提供時間 

訪問入浴 月～土曜日 ８：４５～１７：３０ ９：００～１７：００ 

※ 年末年始１２／３１～１／３は休業日となります。 

 

７利用者負担金 

（１） 利用者の方にお支払いいただく利用者負担金は、次のとおりです。 

（２） この金額は、介護保険の法定利用料に基づく金額です。（又は、介護保険の法定利用料の範囲内

で当事業者が設定した金額です）。 

●利用料金 

① 訪問入浴介護費    （要介護１～５）          １回あたり １２６６単位 

② 介護予防訪問入浴介護費（要支援１・２）          １回あたり  ８５６単位 

③ 初回加算                         １回あたり  ２００単位 

④ 看取り連携体制加算                    １回あたり   ６４単位 

⑤ サービス提供体制強化加算                 １回あたり   ４４単位 

⑥ 介護職員等処遇改善加算          ①＋②＋③＋④＋⑤単位数計 ×１０．０％ 

●料金計算の方法 「単位」を「円」に転換する方法 

  １ヶ月の合計単位数×１０．７０（地域加算）＝１０割の金額（小数点以下切り捨て） 

  10割の金額のうち、各利用者の負担割合に応じた額が介護保険から給付され、残りの金額が利用者

負担金となります。 

 

１回利用した場合の利用料金 

 ●訪問入浴介護（要介護１～５） 

 １０割 利用者負担金 

（１割） 

利用者負担金 

（２割） 

利用者負担金 

（３割） 

通常入浴 １５，４１８円 １，５４２円 ３，０８４円 ４，６２６円 

清拭・部分浴 １３，９２０円 １，３９２円 ２，７８４円 ４，１７６円 

※初回加算 ＋２，３５４円  ＋２３６円  ＋４７１円  ＋７０７円 

※看取り加算   ＋７４９円   ＋７５円  ＋１５０円  ＋２２５円 

 ●介護予防訪問入浴介護（要支援１・２） 

 １０割 利用者負担金 

（１割） 

利用者負担金 

（２割） 

利用者負担金 

（３割） 

通常入浴 １０，５９３円 １，０６０円 ２，１１９円 ３，１７８円 

清拭・部分浴  ９，５７６円   ９５８円 １，９１６円 ２，８７３円 

※初回加算 ＋２，３５４円  ＋２３６円  ＋４７１円  ＋７０７円 

※利用者の心身の状況により入浴を見合わせた場合、利用者の希望により清拭、部分浴を行なうこ

とができます。料金は「訪問入浴介護費」「介護予防訪問入浴介護費」の所定単位数の 100 分の

90となります。 

※「初回加算」は初めて訪問入浴サービスを利用される場合のみ適用され、加算されます。 

※「看取り加算」は、回復の見込みがないと医師から診断された方のみ適用され、加算されます。 

   （要介護の方のみの加算となります） 

 

（３） 利用者負担金は、次のいずれかの方法によりお支払いいただきますようお願いします。 

  Ａ 自動口座引き落し（ご指定の金融機関の口座から月１回引き落します。） 

  Ｂ 現金払い（月１回定められた日にお支払い願います。） 



（４） 上記の利用者負担金は、「法定代理受領（現物給付）」の場合について記載しています。居宅サ

ービス計画を作成しない場合など「償還払い」となる場合には、利用者が事業者に対して利用

料（１０割）を支払い、その後市町村に対して保険給付分（９割・８割・７割）を請求するこ

とになります。 

（５） 介護保険外のサービスとなる場合（サービス利用料の一部が制度上の支給限度額を超える場合

を含む。）には、全額自己負担となります。（介護保険外のサービスとなる場合には、居宅サー

ビス計画または介護予防計画を作成する際に居宅介護支援専門員から説明の上、利用者の同意

を得ることになります。）  

 

８キャンセル 

（１） 利用者がサービスの利用の中止をする際には、すみやかに次の連絡先までご連絡ください。 

     連絡先（電話）：276－2162 

（２） 利用者の都合でサービスを中止にする場合には、できるだけサービス利用の前々日までにご連

絡ください。前日又は当日のキャンセルは所定のキャンセル料（利用者負担金の５割）をお支

払いいただきます。但し利用者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありませ

ん。 

（３） キャンセル料は、利用者負担の支払いに合わせてお支払いいただきます。 

 

９事故、緊急時等の対応 

（１）サービス提供に際して、利用者のけがや体調の急変があった場合は、医師や家族への連絡その他

適切な措置を迅速に行います。また担当の居宅介護支援事業者または介護予防支援事業者へ連絡

し、必要に応じて当該利用者の保険者に報告を行います。 

（２）サービスの提供にあたって利用者の生命、身体、財産に損害を与えた場合には、その損害を賠償

します。ただし、当事業者の故意又は過失によらない場合には、この限りではありません。 

 

１０秘密保持、個人情報使用について 

業務上知り得た利用者及び家族等の個人情報の秘密は保持します。 

あらかじめ文書により利用者および利用者の家族の同意を得た場合は、利用者のための居宅サービ

ス計画・介護予防計画に沿って円滑にサービスを提供するために実施されるサービス担当者会議、

介護支援専門員と事業者、地域包括支援センターとの連絡調整等において、個人情報を必要最小限

使用します。 

 

１１高齢者虐待防止の推進 

当事業者は虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じます。 

（１） 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果につい

て、 職員に周知徹底を図ります。 

（２） 虐待の防止のための指針を整備します。 

（３） 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。 

（４） 前 3 号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。 

高齢者虐待防止に関する担当者：主任 近藤竜太郎 

 

１２身体拘束、行動制限の禁止 

（１） 当事業者はサービス提供にあたり身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。

ただし、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、この限りではありませ

ん。 



（２） 前項ただし書きの規定に基づき緊急やむを得なく身体的拘束等を行う場合には、当事業者は事前

に、もしくは可及的速やかに利用者及び家族に連絡・説明し、同意を得ます。 

（３） 第１項ただし書きの規定に基づき緊急やむを得なく身体的拘束等を行なう場合には、『サンホー

ム鶴間「身体拘束等の行動制限」についての取扱要領』に従って適正に手続きをした上、実施し

た日時、方法、利用者の心身の状況、緊急やむを得ないと判断した理由その他必要な事項につい

て身体拘束に関する報告書及びサービス提供記録に記載します。 

 

１３相談窓口、苦情対応 

● サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

サンホームお客様相談コーナー     電 話 ０４６－２７７－０８８１ 

   （担当者 近藤竜太郎）     ＦＡＸ ０４６－２７７－０８８０ 

                   対応時間 8：45～17：30 

（土・日・年末年始 12/31～1/3を除く） 

● 公的機関においても、次の機関において苦情申出等できます。 

・大和市 あんしん福祉部 介護保険課  所在地  大和市下鶴間１－１－１ 

  電 話  ０４６－２６０－５１７０ 

  ＦＡＸ  ０４６－２６０－５１５８ 

対応時間 8：30～17：00 

（土・日・祝日・年末年始 12/29～1/3を除く） 

・座間市 福祉部 介護保険課      所在地  座間市緑ヶ丘１－１－１ 

    電 話  ０４６－２５２－７７１９ 

    ＦＡＸ  ０４６－２５２－８２３８ 

対応時間 8：30～17：15 

（土・日・祝日・年末年始 12/29～1/3を除く） 

※大和市・座間市以外の保険者の場合については、それぞれの保険者にお問い合わせください。 

・神奈川県国民健康保険団体連合会（国保連）所在地  横浜市西区楠町２７－１ 

                     電 話  ０４５－３２９－３４４７ 

対応時間 8：30～17：15 

（土・日・祝日・年末年始 12/29～1/3を除く） 

 

１４業務継続計画（BCP） 

（１） 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問入浴サービスの提供を継続的に実施す

るため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、必要な措置を講じます。 

（２） 従業者に対して業務継続計画について周知し、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。業務

継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更します。 

 

１５従業者の研修体制 

  職員の資質向上の為、年間計画に基づき、研修を実施します。 

 

１６その他 

（１） 契約時に「健康質問表」の記入をお願いします。記入事項の内容（感染症等）が不明の場合、医

師による健康診断書を求める場合もあります。また、利用に際しては健康状態や心身の状況等を

お知らせくださいますよう、お願いいたします。 

（２） サービスを受ける際は必ず付添人をつけ、入浴に立ち会っていただきます。 

介護職員等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。 

 



 

附則 

平成１２年 ４月 １日より施行 

第１次一部改正平成１５年 ４月 １日より施行 

第２次一部改正平成１６年 ４月 １日より施行 

第３次一部改正平成１８年 ４月 １日より施行 

第４次一部改正平成２０年 ４月 １日より施行 

第５次一部改正平成２１年 ４月 １日より施行 

第６次一部改正平成２４年 ４月 １日より施行 

第７次一部改正平成２５年 ４月 １日より施行 

第８次一部改正平成２５年１０月１６日より施行 

第９次一部改正平成２５年１１月２９日より施行 

第１０次一部改正平成２６年 ４月 １日より施行 

第１１次一部改正平成２７年 ４月 １日より施行 

第１２次一部改正平成２７年 ８月 １日より施行 

第１３次一部改正平成２８年 ４月 １日より施行 

第１４次一部改正平成２９年 ４月 １日より施行 

第１５次一部改正平成３０年 ４月 １日より施行 

第１６次一部改正平成３０年 ８月 １日より施行 

第１７次一部改正令和 元年１０月 １日より施行 

第１８次一部改正令和 ２年 ８月 １日より施行 

第１９次一部改正令和 ３年 ４月 １日より施行 

第２０次一部改正令和 ３年１０月 １日より施行 

第２１次一部改正令和 ４年１０月 １日より施行 

第２２次一部改正令和 ５年 ６月２１日より施行 

第２３次一部改正令和 ６年 ４月 １日より施行 

第２４次一部改正令和 ６年 ６月 １日より施行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


